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日
本
の
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ  

態
勢
に
対
す
る
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評
価
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際
的
評
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日
本
の
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ

リ
ン
グ
／
テ
ロ
資
金
供
与
対

策
（
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
）」
に
対
し
て

は
、
国
際
的
に
み
る
と
厳
し
い
評
価

が
さ
れ
て
い
ま
す
。
２
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２
１
年
８

月
に
Ｆ
Ａ
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（Financial 
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ask Force
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国
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勢
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査
機
関
）

か
ら
日
本
に
対
す
る
第
４
次
相
互
審

査
結
果
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
相
互
審
査
に
お
い
て
、
各
国

は
法
令
等
整
備
状
況
と
そ
の
運
用
状

況
（
有
効
性
評
価
）
の
２
軸
で
評
価

さ
れ
ま
す
。
法
令
等
整
備
状
況
に
つ

い
て
、
未
達
成
項
目
８
項
目
以
上
は

重
点
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
、
有
効
性
評

価
項
目
に
つ
い
て
、
未
達
成
項
目
７

項
目
以
上
は
重
点
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

と
な
り
ま
す
。

日
本
の
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
４
次
相
互
審

査
の
結
果
は
、
法
令
等
整
備
状
況
の

未
達
成
項
目
数
は
11
項
目
、
有
効
性

評
価
に
お
け
る
未
達
成
数
は
８
項
目

で
、
要
監
視
の
最
低
の
水
準
と
は
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
合
格
水
準
で

あ
る
「
通
常
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
国
」

の
水
準
に
は
至
ら
ず
、「
重
点
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
国
」
と
い
う
結
果
に
な

り
ま
し
た
。

日
本
と
同
じ
重
点
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
国
に
は
ド
イ
ツ
、
米
国
、
中
国
等

が
並
び
、
合
格
水
準
で
あ
る
通
常
フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
国
に
は
英
国
、
香

港
、
フ
ラ
ン
ス
等
が
評
価
さ
れ
て
い

ま
す
（
図
表
１
）。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
法
令
同
等 

の
強
制
力
を
有
す
る

日
本
政
府
は
こ
の
審
査
結
果
を
受

け
て
、
２
０
２
４
年
３
月
末
を
期
限

と
し
た
行
動
計
画
を
策
定
し
、
官
民

挙
げ
て
の
態
勢
整
備
に
着
手
し
ま
し

た
。そ

の
な
か
で
、
金
融
機
関
は
「
マ

ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ

資
金
供
与
対
策
（
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ

Ｔ
）
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以

下
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
に
則
っ
た

態
勢
整
備
を
進
め
る
よ
う
、
金
融
庁

か
ら
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
Ｆ
Ａ

Ｔ
Ｆ
審
査
に
お
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
は
法
令
並
み
の
強
制
力
を
有
す
る

と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
国
際
的
に
そ

の
遵
守
・
徹
底
が
求
め
ら
れ
た
た
め

で
す
。

FATF第５次相互審査FATF第５次相互審査にに
向けて今後求められる向けて今後求められる対策対策
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ここでは、FATFの対日審査結果を踏まえた国内でのマネロン対策
の取組みについて現況や動向を解説します。

図表1　主要国の FATF第４次相互審査結果� （2024年４月末時点）

評　価 主な国・地域

通常フォローアップ国
（総合評価・合格水準）

英国、香港、オランダ、スイス、イ
タリア、スペイン、フランス等

重点フォローアップ国 シンガポール、ドイツ、米国、オー
ストラリア、日本、中国等

要監視国 トルコ、南アフリカ等

出所：筆者作成
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